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基本目標Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画の推進

課題１. 政策・方針決定過程への女性の参画促進

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・固定的性別役割分担意識・ジェンダー意識の
払拭のための啓発（講座・講演会等の開催、情
報発信）
・人材育成のための講座の実施（キャリアアッ
プ講座、リーダー養成講座
・キャリア継続・就労継続の支援（女性就労・両
立支援相談）

男女共同参画課

2
・附属機関等の設置及び運営に関する指針の
徹底・理解促進

各審議会等所管課
行政経営課

3
・農業委員及び農地利用最適化推進委員への
女性登用の促進

農政課
農業委員会

(課題１）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 農業委員会
（20人中2

人）

指　　標

・目標値の達成に向け、定期的な掲示板へ
の掲載を継続し、指針の徹底・理解の促進
を図る。

・指針の徹底・理解促進のため、定期的な掲示
板(庁内情報共有ツール）への掲載を実施。

・令和５年7月20日の改選において女性農業
委員が1人から2人の登用となった。

松戸市男女共同参画プラン第６次実施計画の取組状況及び実績値 （R５年度）

・政策・方針決定過程への女性の参画が進
むよう、6月に男女共同参画週間記念講演
会を開催するとともに、11月にはゆうまつ
どフェスタ基調講演会を開催し、固定的性
別役割分担意識やジェンダー意識の払拭等
に努める。
・講演会等の開催にあたっては、今後もオ
ンデマンド配信を併用するほか、効果的な
広報手段を検討し、幅広く情報発信を行っ
ていく。
・引き続き「女性就労・両立支援相談」を実
施し、就労者数の増を図るとともに、仕事
と家庭の両立支援を行う。

目標値
（R９年度）

40.0%

現状値
（R３年度）

25.1%

実績値
（R5年度）

25.0%松戸市の審議会等における女性委員の割合

農業委員及び農地利用最適化推進委員に占める女性の人数

R5年度の具体的な取組内容（実績）

・固定的性別役割分担意識の解消等に向けて、
男女共同参画週間記念講演会「世の中にあふれ
る『駄言』をなくそう～あなたにもあるかもしれ
ない無意識の思い込み～」を開催した。（参加
者：207名）
・ゆうまつどフェスタの基調講演会で「ジェン
ダーギャップ指数の高い国、低い国」～北欧ノ
ルウェーの学校、テレビ、ファッション、食事、選
挙から考える～を開催し、ジェンダー平等意識
の醸成に向けた情報発信を行った。（参加者：
151名）
・女性のキャリヤアップや就労に向けた支援を
行う「女性就労・両立支援相談」を実施した。（利
用者：延べ371人、就労者：44人）

今後の予定

・次期改選（令和8年7月20日）に向けて農
政課と農業委員会が協力し、女性農業者や
関係機関に対して情報提供を引き続き行
う。（農業委員の募集期間：令和7年10月
頃）

2人1人 2人
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課題２. 就労の場での男女共同参画の推進

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・まつど女性就労・両立支援相談
・講座（働くきっかけづくりの講座、キャリア
アップ講座等）の実施
・ハローワークとの連携講座
・起業相談、起業支援講座（起業カレッジ等）の
実施
・企業等への働きかけと情報発信

男女共同参画課

2

・労働相談の実施
・就労支援全般（女性を含めた就職氷河期世代
等への支援、千葉県ジョブサポートセンター）
・ハローワークとの連携
・労働セミナー（中小企業向けのセミナーなど）
の実施
・起業の支援
・コワーキングスペースの充実

商工振興課

3
・保育所（園）の待機児童ゼロの維持
・保育コンシェルジュ事業

保育課

4 放課後児童クラブの待機児童ゼロの維持 子ども居場所課

5
介護保険サービスの周知と利用促進（介護離
職の防止）

介護保険課

（課題２）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 保育課

3 子ども居場所課

4 介護保険課

5 男女共同参画課

指　　標
現状値

（R３年度）
実績値

（R5年度）
目標値

（R９年度）

71人

0人

0人

6.5%

26.0%

92人

0人

0人

5.9%

50.0%

44人

0人

0人

13.2%

―

まつど女性就労・両立支援相談者のうち就労者数

保育所（園）の待機児童数

放課後児童クラブの待機児童数

在宅介護者の介護離職率

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定

・「まつど女性就労・両立支援相談」のほか、子
育てで離職した女性の再就職や仕事と子育て
の両立等に関する不安を解消し、就労意欲を高
める「働きたい女性のための講座（全2回）」（参
加者：延べ50名）や「ママジョブカフェ」（参加
者：72名）を開催した。
・通常の起業相談に加え、「起業に関心があるも
のの何から始めて良いかわからない」女性が起
業への第一歩を踏み出すための「起業カレッジ」
（全2回）を開催した。（参加者：延べ45名）

・まつど女性就労・両立支援相談は、働くこ
とを考えているが身の回りの環境から整え
たいといった相談にも幅広く応じているた
め、相談が即就職に結びつくとは限らない
が、今後も就労・起業相談、講座やイベント
等の開催により、働くきっかけづくりや仕
事と家庭の両立、多様な働き方への支援を
行っていく。

・労働相談の実施(男性:47件、女性:54件)
・就職氷河期世代キャリア支援プログラムの実
施(就職内定者:１４人)
・ハローワーク松戸後援のうえ、まつど合同企
業説明会の実施(就職内定者:２４人)
・ハローワーク松戸が顧問を務める雇用促進協
力会への助成
・労働セミナー実施（１回）
・創業相談（相談者：２１３人）
・サテライトオフィス等立地促進補助金活用実
績（2件）※コワーキングスペース併設

・労働相談の更なる周知
・就職氷河期世代キャリア支援プログラム
の内定者増に向けて、セミナーやマッチン
グイベントの実施
・ハローワークとの共催イベントや、後援イ
ベントの開催
・労働セミナーの更なる周知
・インキュベーション施設における相談の実
施
・コワーキングスペース立地促進のための
補助金周知

・引き続き、はじめての介護講座の開催の
ほか、広報まつど介護保険特集号、介護保
険課公式Youtube等にて介護保険サービ
スの周知を行っていく。

・０歳から２歳の児童に向けて、保育需要の高
い地域を中心に小規模保育施設を整備。
・保育（所）園や幼稚園などの多様な選択肢につ
いて、その申込みや手続き方法、利用者にあう
施設などを紹介した。また、入所時・入所後の健
康・発達面の相談や聞き取りをした。

・寒風台放課後児童クラブ分室の新規設置

・「はじめての介護講座」の開催（参加者：15名）
のほか、広報まつど介護保険特集号、介護保険
課公式Youtube等にて介護保険サービスの
周知を図った。

・関係各所と連携し新卒保育士の確保や離
職防止について取り組む。また、地域別の
保育需要を更に分析し、効果的な小規模保
育施設の整備をはかる。
・現在の取り組みを継続し、保護者の保育
所（園）入所への不安を軽減していく。

・利用者増加に対する施設整備の拡充

職場での男女平等観〔市民意識調査(R8)〕
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課題３. ワーク・ライフ・バランスの実現

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・女性就労・両立支援相談
・講座等の実施（市民向け）
・職員向け情報提供・情報発信等
・ハローワークとの連携
・企業等への情報提供

男女共同参画課

2

・労働相談の実施
・企業等への働きかけ（セミナーの実施又は国
等のセミナーの周知など）

商工振興課

3

・子育てサービスの充実と周知（ファミリー・サ
ポート・センターやほっとるーむ等の預かり
サービスなど）
・子育てコーディネーターの育成

子ども未来応援課

4
・ママパパ学級での啓発（男性の育児参加促
進）

こども家庭センター
 母子保健担当室

5
・家族介護支援事業の周知
・介護保険サービスの周知と利用促進

介護保険課

6
・福祉まるごと相談
・男性の介護参加への支援

地域包括ケア推進課

（課題３）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 男女共同参画課

指　　標

小学生以下の子どものいる男性の育児時間が１時間未満の人の割合〔市民意識調査
(R8)〕

小学生以下の子どものいる男性の家事時間が１時間未満の人の割合〔市民意識調査
(R8)〕

現状値
（R３年度）

55.7%

64.6%

実績値
（R5年度）

―

―

目標値
（R９年度）

45.0%

50.0%

・就労相談や講座を実施し、自身のワーク・ライ
フ・バランスや仕事と家庭の両立について考え
る機会を提供した。（相談・参加者：1,286人）
・ハローワーク主催の「子育て応援！就職面談
会in松戸」を商工振興課と男女共同参画課が連
携して実施した。（参加者：83人）
・父親が主体的に家事・育児へ参加するきっか
けづくりを目的に「父と子のお菓子づくり体験
教室」【協働事業】を４回開催した。（参加者：延
べ49組）

・引き続き、就労に関する相談や講座を継
続するとともに、ハローワーク主催の事業
についても、関係課が連携して取り組む。
・「父と子のお菓子づくり体験教室」【R3～
5年度協働事業】は終了したが、今後も父親
の家庭参画を促すイベント等を実施し、
ワーク・ライフ・バランスの実現を目指す。

・福祉まるごと相談窓口における窓口相談・電
話相談に加え、オンライン相談を整備し、より柔
軟に相談ができる環境を整えた。（相談件数：延
べ1,940件、うちオンライン相談3件）
・介護で仕事を辞めなくてはいけない等の考え
方を払拭するべく、介護、福祉に関する社会資
源の提供を行った。

・オンライン窓口の周知を図り、より幅広い
方からの相談者を増やす。
・地域の実情に沿った社会資源の創出とそ
の資源の情報提供を行う。

・労働相談の実施（相談件数：男性47件、女性
54件）
・労働セミナーの実施（実施回数：１回）

・「はじめての介護講座」の開催（参加者：15名）
のほか、広報まつど介護保険特集号、介護保険
課公式Youtube等にて介護保険サービスの
周知を図った。

・ママパパ学級として、育児体験等を実施。（参
加数：プレママ898人、プレパパ846人）

・労働相談の更なる周知
・労働セミナーの更なる周知

・引き続き、はじめての介護講座の開催の
ほか、広報まつど介護保険特集号、介護保
険課公式Youtube等にて介護保険サービ
スの周知を行っていく。

・ママパパ学級として、育児体験等の実施を
継続する。

・ファミリーサポートセンター（援助活動回数：
4,859回）
・ほっとるーむ（一時預かり組数：延べ8,950
件）
・子育てコーディネーターフォローアップ研修
（参加者：45人）

・引き続き、子育てサービスの充実と周知
を図る。
・子育てコーディネーターのフォローアップ
研修を実施する。

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定
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課題４. 地域における男女共同参画の推進

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・様々な地域活動での方針等決定過程への女
性の参画促進等のための講演会や講座の実施
・情報発信等・啓発

男女共同参画課

2

・まつど地域活躍塾の実施、ボランティア体験
の実施により市民それぞれの望む形でのまち
づくりへの参画を支援し、地域活動の担い手を
増やす。
・女性の積極的な登用や地域活動での固定的
性別役割分担の解消について「町会・自治会等
活動の手引き」等に記載するなどして周知・啓
発を図る。

市民自治課

（課題4）

No 資料出典 備考

1 市民自治課

2 市民自治課
（348人中

33人）

3 男女共同参画課

4 男女共同参画課20.0%

目標値
（R９年度）

254人

10.0%

40.0%

指　　標

まつど地域活躍塾修了者数（累計）

町会・自治会長における女性の割合

地域活動での団体の長の女性の割合〔市民意識調査(R8)〕

地域活動での固定的性別役割分担が「よくある」「時々ある」と答えた人の割合〔市民
意識調査(R8)〕

210人

9.5%

―

―

現状値
（R３年度）

132人

6.3%

27.2%

27.6%

実績値
（R5年度）

R5年度の具体的な取組内容（実績）

・固定的性別役割分担意識の解消等に向けて、
男女共同参画週間記念講演会「世の中にあふれ
る『駄言』をなくそう～あなたにもあるかもしれ
ない無意識の思い込み～」を開催した。（参加
者：207名）

・今後も地域において、方針等決定過程へ
の女性の参画が進むよう、講座や講演会等
を開催し、無意識の思い込み（アンコンシャ
ス・バイアス）の払拭や現実的な固定的性別
役割分担の解消を訴えていく。

・6月に開校し８ヶ月に渡り講義、ワークショッ
プ、実地体験（ボランティア体験）のカリキュラ
ムを実施した。入塾者37名のうち34名が要件
を満たして修了した。
・「町会・自治会等活動の手引き」にて、女性を
含む幅広い世代の町会運営への参加を、取組
例等を盛り込み分かりやすく伝え意識啓発に努
めた。作成した手引きは町会・自治会へ配布す
る他、市公式HPへ掲載し広く周知を行った。

・令和６年もまつど地域活躍塾を6月に開
校し、引き続き地域活動の担い手育成を図
る。
・引き続き「町会・自治会等活動の手引き」
を通して町会運営への多様な人材育成・参
画を啓発するとともに、幅広い世代が町
会・自治会活動に参加するよう、加入促進
策に取り組む。

今後の予定
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課題５. 防災における男女共同参画の推進

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

男女共同参画課

社会教育課

男女共同参画課

危機管理課

2

1

・防災における男女共同参画や多様性の視点
の重要性を知ってもらうための講座・講演会等
の実施

・防災セミナー「防災を考える～いざという時に
自分と家族を守るために（全3回）」を開催。（参
加者：延べ90人）

・セミナー等実施に向け検討をしていく。

・防災セミナーや防災フォローアップ講座受
講者の中から防災に関する学習グループを
立ち上げ、引き続き防災に関連した学びを
継続するとともに、イベントの開催等に対し
て必要な支援を行う。

・防災セミナーの受講者で、今後さらに学びを
深めたい、地域で防災活動をしたいと考える方
を対象に、「防災フォローアップ講座」を危機管
理課の協力のもと実施した。（参加者：9名）
・「R６年能登半島地震」においても、「相互支援
ネットワーク」を活用し、全国女性会館協議会加
盟団体との情報共有を図った。

・防災セミナーや防災フォローアップ講座受
講者の中から防災に関する学習グループを
立ち上げ、引き続き防災に関連した学びを
継続するとともに、イベントの開催等に対し
て必要な支援を行う。

・防災や避難生活等に女性の視点が重要である
ことを理解してもらうため、女性の防災リー
ダー養成も視野に入れたセミナー「防災を考え
る～いざという時に自分と家族を守るために」
を、社会教育課と男女共同参画課の共催により
実施した。（参加者：３回シリーズ延べ90名）

・女性視点の防災に関する知識の普及・啓発
・「災害時における男女共同参画センター等の
相互支援ネットワーク」を活用した全国との情
報交換、支援要請等による災害対応
・女性防災リーダーや女性の防災の担い手の
育成

・パートナー講座(女性の参画呼びかけや女性
視点の防災を含めた)の実施
・男女共同参画センター等の相互支援ネット運
用訓練への参加
・男女共同参画課主催の防災講座及びフォロー
アップ講座への参加及び支援

・女性視点の防災に関する知識の普及・啓
発を引き続き継続して行う。
・「災害時における男女共同参画センター等
の相互支援ネットワーク」を活用した全国と
の情報交換、支援要請等による災害対応が
できるよう、研修等に参加する。
・女性の防災の担い手の育成のため、男女
共同参画課主催の防災講座及びフォロー
アップ講座への参加及び支援を行う。

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定
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3

・防災計画等の検討段階における女性の参画
を進め、女性の視点を取り入れた防災体制や
環境を充実（地域防災計画に記載）
・女性の意見を聴くために、自主防災組織、避
難所運営委員会等に女性役員や女性部会を確
保するように周知を図る
・災害等や非常時において、男女の身体や影響
の違い等に配慮した対応が行われるよう、ま
た、妊娠中の方や乳幼児を連れた方、性的マイ
ノリティの方等を含む様々な個人の状況等に
配慮された避難所とするための設備やマニュ
アルを整備
・避難所となる小中学校に、トイレを男女別に
安全で適切な場所に確保するとともに、様々
な状況の方が使えるトイレの備蓄を進める
・パートナー講座での啓発、女性防災会議委員
からの人材紹介依頼や声掛けを行い、女性の
防災に関する参加を呼びかける
・総合防災訓練で男女の違いに配慮した避難
所設営訓練や、パートナー講座での啓発、 避難
所運営ゲーム（HUG）等での想定訓練の実施
・各地域の避難所運営マニュアルに男女共同参
画の視点を入れるよう周知を図る

危機管理課

4

・消防団活動で女性の視点を入れた活動を推
進する
・町会や自治会から依頼された防災訓練では、
役員等の男性の参加が多いが、女性等の参加
も積極的に呼びかける
・町会・自治会、企業、学校等における防火指
導・救急指導の実施時に、女性を中心に若年層
の参加を呼びかける

消防総務課

5
・避難所等での防犯パトロールの実施等、警察
との連携

市民安全課

（課題５）

No 資料出典 備考

1 危機管理課
（45人中8

人）

2 危機管理課

3 消防総務課
（503人中

35人）

4 危機管理課

・男女が平等にあらゆる分野に参画できる環境
整備の一環として、消防団活動を実施する場合
に一時保育を付け、乳幼児を家庭で保育してい
る母親の社会参画を支援した。
・女性団員に対し、防災訓練等への参加を呼び
かけ、実際に市総合防災訓練等に参加していた
だいた。

・今後も消防団活動で女性の視点を考慮し
た活動を推進する。

・大規模な避難所開設等がなかったため、未実
施。

・大規模な避難所開設等があった際には、
防犯パトロールの実施及び警察と連携を図
る。

消防団員の女性の人数

男女別トイレの備蓄率 62.3%26.4% 31.8%

指　　標

防災会議の女性委員の割合

40回

50人以上

現状値
（R３年度）

20.9%

2回

30人

実績値
（R5年度）

17.8%

29回

35人

防災に関する啓発活動の実施回数

目標値
（R９年度）

30.0%

・パートナー講座(女性の参画呼びかけや女性
視点の防災を含めた)やHUG訓練の実施
・総合防災訓練での避難所運営訓練の実施(女
性視点を含む)
・男女共同参画センター等の相互支援ネット運
用訓練への参加
・男女共同参画課主催の防災講座及びフォロー
アップ講座への参加及び支援
・市HPで公開している「松戸市避難所開設運営
マニュアル」について、女性視点等を含めた内
容修正の実施
・男女別トイレ(みんなでトイレ)の備蓄の推進

・引き続き、パートナー講座(女性の参画呼
びかけや女性視点の防災を含めた)や
HUG訓練を行い、実災害時に配慮した方
が良いこと等について知っていいただく。
・総合防災訓練で避難所運営訓練を実施
(女性視点を含む)し、市民の方により良い
避難所運営の在り方を検討していただく。
※R６年度は市立松戸高校で実施予定。
・引き続き男女共同参画センター等の相互
支援ネット運用訓練への参加を行う。
・女性が防災の分野で興味関心を向上さ
せ、参画者が増えるよう、男女共同参画課
主催の防災講座及びフォローアップ講座の
支援を継続して行う。
・市HPで公開している「松戸市避難所開設
運営マニュアル」について、適宜女性視点等
を含めた内容修正を実施していく。
・男女別トイレ(みんなでトイレ)の備蓄の更
に推進していく。
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基本目標Ⅱ　すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築

課題６. 配偶者等からの暴力の根絶

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・ゆうまつどこころの相談
・講座・講演会等の実施
・啓発・情報発信
・関係団体等との連携・支援

男女共同参画課

2

・DV相談・支援体制の充実
・DV等、あらゆる暴力の防止に係る啓発を実
施（啓発用のチラシ等の配布）

こども家庭センター

3

・福祉まるごと相談
・地域包括支援センターの周知
・高齢者虐待防止ネットワークとの連携

地域包括ケア推進課

4

・市内の安全安心パトロール
・メール配信等による犯罪防止
・犯罪被害者支援
・警察との連携

市民安全課

（課題６）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

現状値
（R３年度）

21.0%

実績値
（R5年度）

―

指　　標

DVがあった人のうち、誰かに相談した割合〔市民意識調査(R8)〕

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定

・緊急性のある相談については、適宜専門相談
に繫ぐなど、関係部署との連携を図りつつ、「ゆ
うまつどこころの相談」を実施した。（相談者：女
性延べ390人、男性延べ35人）
・様々な困難を抱える女性が必要な支援に繋が
るよう、「生理用品の無料配布」の際に「市役所
の相談窓口」（チラシ）を同封した。（配布数：
188枚）

・今後も相談支援体制の充実や関係機関と
の連携を図るとともに、DV等被害にあっ
た方々が必要な支援を受けられるよう、各
種相談窓口の情報発信や周知を図る。

・令和５年度のDV相談件数は109件であった。
相談経路は市の窓口や支援機関からの紹介が
多かった。
・DV相談カードやチラシ、ポスターを市役所関
係課や支所及び市民センターなどに配布。ま
た、市役所内の全ての女性トイレにも相談カー
ドを設置し、市民の方が目に届きやすい場所で
の普及啓発に努めた。

・法改正に伴い、「婦人相談」から「女性相
談」に名称変更したため、チラシの修正を予
定。
・相談カードやチラシ、ポスターなどを活用
し、継続した普及啓発活動を行っていく。

・相談者からの相談を寄り添いながら傾聴し、
適切な機関に繋ぐとともに他機関との連携を
意識し切れ目のない支援の提供を行った。
・事例検討では医師、弁護士のほか警察、保健
所等の意見も踏まえ高齢者虐待の早期解決、虐
待者の傾向等の分析を行った。

・高齢者虐待の早期発見、早期解決に向け、
相談窓口の周知を図る。
・高齢者虐待の早期解決に向け高齢者虐待
防止ネットワークとの連動を図る。

・松戸市犯罪被害者等支援条例を制定。（施行：
令和6年4月1日）

・警察と連携を図りながら、松戸市犯罪被
害者等支援条例に基づいた支援等を実施
していく。

目標値
（R９年度）

50.0%
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課題７. 貧困等生活上の困難に対する支援

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・まつど女性就労・両立支援相談
・ハローワークとの連携
・講座の実施（ひとり親対象交流会、就労関係）
・生理用品の無料配布
・民間団体等と情報共有を図り、連携を強化

男女共同参画課

3 ・女性相談 こども家庭センター

・コロナ禍等により様々な悩みや生きづらさを
抱える女性が顕在化したことに対応すべく、女
性のための居場所事業「野の花カフェ」を８回実
施した。（参加者：延べ201人）
・ハローワークに相談に来た方で、困難を抱え
た方を適切な相談支援に繫ぐため、関係機関連
携会議にて情報共有を行った。（開催回数：1
回）
・同じ境遇の母親と時間を共有し、孤立感の解
消とつながるきっかけをつくる「シングルマ
ザー交流会」を3回開催した。（参加者：延べ24
名）
・「生理の貧困」への対応として、生理用品（紙ナ
プキン）を、市内公共施設１６ヶ所から１９ヶ所に
拡大して配布した。（配布数：１８８パック）
・「野の花カフェ」にて団体の情報提供を行うな
ど、民間団体等との連携や情報共有を図った。

今後の予定

・今後もハローワーク松戸や関係課と連携
し、マッチングイベントなど女性のための就
労支援を継続的に実施する。
・年3回の「シングルマザー交流会」のほか、
「野の花カフェ」を年１２回に拡大して実施
する。
・予算措置のほか、民間団体等からの寄附
も活用し、「生理用品の無料配布」を継続す
る。

・令和５年度の女性相談件数は334件であっ
た。相談経路は市の窓口やホームページからが
多く、次に支援機関からの紹介であった。
・チラシ、ポスター等を市役所関係課や支所及
び市民センターなどに配布。
・相談員向けの研修会への参加や県や国からの
最新情報について共有を行った。

・法律改正に伴い、「婦人相談」から「女性相
談」に名称変更したため、チラシの修正を予
定。継続した普及啓発を行っていく。
・今までも女性に対する幅広い相談窓口と
して業務を行っていたため、今後も継続し
て取り組んでいく。

R5年度の具体的な取組内容（実績）

2 子ども未来応援課

・ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄
与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に、
一定所得未満のひとり親家庭を対象に、児童扶
養手当を支給し、医療費等の助成を行った。
・物価高騰に直面し、影響を特に受けている低
所得の子育て世帯を対象に、児童1人につき
50,000円の子育て世帯生活支援特別給付金
を支給した。
・離婚前の保護者及びひとり親の養育費確保の
ため、公正証書作成費用や養育費保証料など
の助成支援を行った。
・オンライン面談など、相談者の状況に合わせて
相談に対応し、きめ細やかな自立支援を行っ
た。
・令和4年3月に策定した「第２期子どもの未来
応援プラン」に沿い、令和5年9月に「子どもの
未来応援検討チーム」を書面開催し、計画の進
捗状況調査結果等について共有した。

・引き続き、経済的に支援が必要なひとり
親家庭を対象に、給付事業や自立支援を行
う。
・また、「第２期子どもの未来応援プラン」に
沿い計画の進捗状況について評価・検証を
行う。

・児童扶養手当
・ひとり親医療費助成
・子育て世帯生活支援特別給付金
・離婚前相談
・ひとり親相談（生活全般・就労相談）
・子どもの未来応援プランの推進（子どもの貧
困対策等）
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4
福祉まるごと相談
・地域包括支援センターの周知

地域包括ケア推進課

5
・子どもの不登校から問題解決に向けた相談
支援

児童生徒課

生活支援課

福祉政策課
地域福祉担当室

子ども未来応援課

7 ・基幹相談支援センターでの相談支援と周知 障害福祉課

8 ・民生委員・児童委員による相談の実施
福祉政策課

地域福祉担当室

（課題７）

No 資料出典 備考

1 子ども未来応援課

2 男女共同参画課

・社会的排除リスクに直面する生活困窮者の把
握に努め、複合的な課題に対して個別的・包括
的な支援計画を策定し、継続的・伴走的支援を
行った。（自立相談支援事業の新規相談受付件
数：７８８件）

・引き続き、社会的排除リスクに直面する生
活困窮者の把握に努め、複合的な課題に対
して個別的・包括的な支援計画を策定し、
継続的・伴走的支援を行う。

・児童扶養手当受給者の個々の状況・ニーズに
応じて、自立支援計画書を作成し、きめ細やか
な自立・就労支援を実施した。

・母子・父子自立支援員と連携し、個々の状
況・ニーズに応じた、きめ細やかな自立・就
労支援を行う。

・生活保護・生活困窮者自立支援制度による支
援
・ジョイントワーク松戸との連携による生活保
護受給者等への就労支援

6

24人

37件

目標値
（R９年度）

50件

48人

・児童生徒及び保護者を対象に継続的な教育相
談を実施。希望により松戸市教育支援センター
「ふれあい学級」や「ほっとステーション」へつな
いでいる。（不登校に関する相談件数：２８０件）

指　　標
現状値

（R３年度）

・学校及び不登校に悩む児童生徒・保護者
へ本事業の周知を図り、引き続き本人保護
者に寄り添った支援を、関係機関とも連携
しながら行う。

・市内３基幹相談支援センター（中央、小金、常
盤平）で相談支援を平日8：30から19：00ま
で実施。（相談件数：23,501件 ※３センター合
計）
・基幹相談支援センターの周知に関するチラシ
を市内の計画相談及びサービス事業所に対し
て配布した。（計画相談：48カ所、サービス事業
所：225カ所）

・ケースワーカーとジョイントワーク松戸の就労
支援ナビゲーターが連携し、支援対象者の就労
意欲を高め、集中的に切れ目なく就労支援を行
う。（就労決定者：59人※参加者８５人の
69.4％）

・今後も引き続き、ケースワーカーとジョイ
ントワーク松戸の就労支援ナビゲーターが
連携を図り、支援対象者の就労意欲を高
め、集中的に切れ目なく就労支援を行って
いく。

43件

41人

実績値
（R5年度）

・相談者からの相談を寄り添いながら傾聴し,適
切な機関に繋ぐとともに他機関との連携を意
識し切れ目のない支援の提供を行った。

・早期発見、早期解決に向け、相談窓口の周
知を図る。

・市内３基幹相談支援センター（中央、小金、
常盤平）で相談支援を実施。(平日8：30～
19：00)
・基幹相談支援センターの周知に関するチ
ラシを市内の計画相談及びサービス事業所
に対して配布予定。

・地域住民に対して、子育て・母子保健や家族関
係、仕事など、幅広く相談支援を行った。（相談
件数：9,520件）

・民生委員・児童委員の人材確保を図りつ
つ、引き続き地域における相談支援を実施
していく。

母子・父子就労促進プログラム策定件数

ひとり親交流会参加者数
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課題８. 生涯を通じた健康支援

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1 ・ゆうまつどこころの相談 男女共同参画課

2

・妊娠期から産後・子育て期にわたる健康相談
・母子健康手帳の交付
・ママパパ学級等での妊娠期の健康支援、妊
娠・出産・子育てにおけるパートナーとの協力
について啓発
・親子すこやかセンターや保健福祉センターに
よる妊産婦への支援
・思春期等の子どもを持つ保護者等向けに「親
のための性教育」講座等の実施、およびパンフ
レットの配布等による情報提供
・不妊に関する情報提供、県の不妊相談事業等
の周知

こども家庭センター
母子保健担当室

3

・女性の健康相談等の実施（更年期の健康相談
等）
・こころの健康づくり講演会の実施
・メンタルヘルスチェックシステムの普及
・乳がん・子宮頸がん検診等女性特有の病気の
検診の促進
・自殺予防のための啓発、相談及び関係機関と
の連携強化

健康推進課
健診担当室

4 ・女性特別外来の実施
総合医療センター

地域連携室

（課題８）

No 資料出典 備考

1
健康推進課
健診担当室

2
健康推進課
健診担当室

乳がん検診受診率

R5年度の具体的な取組内容（実績）

・新規患者の受入れ継続

現状値
（R３年度）

13.6%

12.6%

目標値
（R９年度）

19.6%

18.6%

実績値
（R5年度）

13.5%

14.0%

・新規患者を32名受入れた。

・「ゆうまつどこころの相談」（うち女性相
談）については、R6年度から一日当たり1
枠増やしたことにより、それまでの1カ月以
上待つ状況が改善されつつある。今後も相
談支援体制の強化・充実を図る。

・妊娠期から産後・子育て期にわたる健康相談
を親子すこやかセンター、保健福祉センター、市
民健康相談室にて実施。（〈妊婦〉 訪問：301
件、面談：4,036件、電話相談：延べ106件、
〈産婦〉 訪問：3,205件、面談：2,288件、電話
相談：延べ18件）
・母子健康手帳の交付（3,165件）
・ママパパ学級として、育児体験等を実施（年間
参加数：プレママ898人、プレパパ846人）
・パートナー講座「親のための性教育」実施。（団
体数：５団体、参加者：５４人）
・３歳児健康診査受診者3,272名へ性教育に
関するリーフレットを配布。
・「千葉県不妊・不育専門相談センター」につい
て、ホームページで案内。

・妊娠期から産後・子育て期にわたる健康
相談を親子すこやかセンター、保健福祉セ
ンター、市民健康相談室にて実施する。
・母子健康手帳の交付。
・ママパパ学級として、育児体験等を実施
・パートナー講座「親のための性教育」実施。
３歳児健康診査受診者へ性教育に関する
リーフレットを配布。
・「千葉県不妊・不育専門相談センター」につ
いて、ホームページで案内。

指　　標

子宮頸がん検診受診率

今後の予定

・個別相談・電話フォロー（対象：該当なし）
・SNS・パートナー講座等を通じた普及啓発（実
施回数：2回）
・こころの健康づくり講演会（「ストレスとの上手
な付き合い方～質の良い睡眠でこころとから
だを健やかに～」の実施。（参加者：219名）
・「こころの体温計」システムを導入。（年間アク
セス数：67,251件）
・Webけんしん予約システムの導入により、受
診券の申込や集団検診の予約が便利になった。
子宮頸がん検診では検査方法により精度の高
い体制に移行できた。乳がん検診では土曜日の
検診実施と、ママサポートを継続して行った。
・「生きる支援相談窓口」の相談体制を強化。
（相談件数：延べ1,552件）
・「松戸市いのち支える連携ガイドブック」を関
係機関等に配布。（配布数：2,953部）

・女性の健康相談等については、広報・
SNS等を通じた普及啓発方法を工夫して
いく。
・年に１回市民向け講演会（こころの健康づ
くり講演会）を実施していく。
・メンタルヘルスチェックシステムを周知し
ていく。（「こころの体温計」年間アクセス
数：60,000件以上を目指す。）
・「生きる支援相談窓口」の相談員のフォ
ロー体制の強化。
・「松戸市いのち支える連携ガイドブック」を
増刷し、市民に幅広く配布。

・自分のことや人間関係についての悩みや不安
を取り除くことにより、市民が自立に向かうこ
とを目的として「ゆうまつどこころの相談」を実
施した。（相談者：女性延べ390人、男性延べ
35人）
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課題９. 多様な性を尊重する社会づくり

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

行政経営課

男女共同参画課

2 ・ゆうまつどこころの相談の実施 男女共同参画課

3

・パートナーシップ宣誓制度の運用
・パートナーシップ宣誓制度に係る各種サービ
スの拡充検討
・人権相談窓口の案内

行政経営課

・パートナーシップ宣誓制度の継続運用
・パートナーシップ・ファミリーシップ制度の
都市間連携拡大を検討中
・ホームページや広報まつどへの相談窓口
の案内掲載の継続実施
・人権擁護委員と共に各種啓発活動へ参加
し、パンフレット等を配布予定（R6.10.5松
戸まつり、R6.12.4～12.10人権週間
他）

・県の人権啓発費委託金を活用し、保護者等が
思春期の子どもの健康や発達を知り、子どもと
接していくことで、子ども自身がセクシャリティ
等を理解し、自己肯定感を持つことなどを目指
す「思春期講座」を開催した。（参加者：101名）

・今後も社会全体が多様性を尊重し、差別
や偏見がなくなるよう、引き続き「思春期講
座」等のイベントを開催する。

R5年度の具体的な取組内容（実績）

・「ゆうまつどこころの相談」において、一般的
な相談（生き方や家族、夫婦間の問題等）のほ
か、「LGBT」等性の多様性に関する相談につい
ても、「自認の性」により実施した。（「アイデン
ティティ」や「セクシャリティ」に関する相談件
数：延べ14件）

・性的マイノリティの方が孤立することな
く、自己肯定感をもっていきいきと暮らす
ことができるよう、性の多様性に関連した
内容も含め、「ゆうまつどこころの相談」を
継続する。

・パートナーシップ宣誓制度　継続運用
・近隣6市とパートナーシップ・ファミリーシップ
制度の都市間連携締結
・定期的に各種サービスの拡充状況の調査を全
庁的に実施
・ホームページや広報まつどへの相談窓口の案
内掲載、及び人権擁護委員と共に各種啓発活
動へ参加し、パンフレット等を配布

今後の予定

・多様な性を含む人権に関する講演会・講座の
開催
・パンフレット等での周知
・「松戸市職員・教職員のための多様な性に関
する対応ガイドライン」の周知

1

・人権施策推進員に対する多様な性に関する人
権研修の実施
・多様な性に関するパートナー講座の後援
・市役所１階連絡通路へパンフレットを設置

・市役所１階連絡通路へパンフレットを設置
（6月・12月）
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4

・人権教育の一環として、多様な性に関する理
解促進を図る
・「松戸市職員・教職員のための多様な性に関
する対応ガイドライン」の周知

教育総務課

5

・人権教育の一環として、性的マイノリティに関
する内容を記載したリーフレット等の配付によ
り理解促進を図る

学習指導課

6
・性的マイノリティの方を含めた個人の状況に
配慮した避難所マニュアルの整備

危機管理課

7
・公共施設の新設または改修時に「みんなのト
イレ（多機能トイレ）」を設置

庁内各施設管理
担当課

（課題９）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

・当課主催の教育委員会内職員向け研修会にお
いて、性の違い等についても題材の一つとして
取り扱い、理解や促進を深めた。（受講者：19
名）

・今年度についても、多様な性に関する理
解を深める内容を盛り込んだ研修会の開
催を引き続き行っていく。

・市HPで公開している「松戸市避難所開設運営
マニュアル」について、女性視点等を含めた内
容修正の実施

・性的マイノリティの方を含めた個人の状況
に配慮した避難所マニュアルの整備につい
て国や県の動向を注視し適宜対応する。

・今後も公共施設の新築や増改築等を行う
際は、法令に基づき、可能な限り「みんなの
トイレ（多機能トイレ）」の整備を推進してい
く。

現状値
（R３年度）

88.1%

目標値
（R９年度）

95.0%

実績値
（R5年度）

―

指　　標

「性的マイノリティやLGBTという言葉を知っている」と答えた人の割合〔市民意識調
査(R8)〕

・公共施設の新築や増改築を行う際は、「高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律」（通称：改正バリアフリー法）や「千葉県
福祉のまちづくり条例」等の基準に基づき、「み
んなのトイレ（多機能トイレ）」の整備に努めた。
（公共施設数：337施設、うち「みんなのトイレ」
整備済施設数：62施設、整備率：18.4％）

・７月には教職員向け文科省通知「性同一性障
害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対す
るきめ細かな対応等の実施について」等により
教職員への周知を図った。
・２月に行われた千葉県主催の性的マイノリティ
に関する講演会の案内を配付した。

・関連資料については、「コラボノート」（市
立学校情報共有ツール）を活用し、全職員
が閲覧できるように取り組んでいく。
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課題１０. 感染症の影響等、社会経済状況の変化による男女共同参画の課題の解決

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・ゆうまつどこころの相談（再掲）
・女性就労・両立支援相談（再掲）
・講座（男性の家庭参画、ワークライフバランス
等）の実施

男女共同参画課

生活支援課

福祉政策課
地域福祉担当室

3

・感染症に伴う心身の健康相談
・自殺予防のための啓発、相談及び関係機関と
の連携強化（再掲）

健康推進課

2
・生活保護、生活困窮者自立支援制度による支
援（再掲）

【指標】 各課題で対応

・感染症及び新型コロナウイルス感染症後
遺症に関する健康相談の継続。
・「生きる支援相談窓口」の相談員のフォ
ロー体制の強化。
・「松戸市」いのち支える連携ガイドブック」
を増刷し、市民に幅広く配布。

・心身の問題を抱えた方に対して「ゆうまつどこ
ころの相談」を実施した。（相談人数〈女性〉：延
べ390人）
・非正規雇用等、不安定になりやすい女性の就
労に関する相談を実施した。
・父親が子どもと一緒に過ごす時間を増やし、
仕事優先のライフスタイルから家事・育児に参
画できるよう、意識改革を図ることを目的に、
「パパと一緒に遊ぼう！親子で工作＆交流会」
を開催した。（参加者：８組）

・今後も、ゆうまつどこころの相談や女性就
労・両立支援相談を継続するとともに、男
性の家事や育児等への参画、或いはパパ
サークル等の活動に繋がるようなイベント
を企画・運営していく。

・令和5年度においても、新型コロナウイルス感
染症の影響が長期化したことや、物価高騰など
で貯蓄が減少していることが影響し生活保護の
申請件数は全国的に増加傾向にあった。当市に
おいては、生活に困っている人向けに「生活保
護のしおり」やホームページにて、ためらわずに
相談・申請してもらうよう周知した。

・生活に困っている人向けに「生活保護のし
おり」やホームページ等にて、ためらわずに
相談・申請してもらうよう今後も周知して
いく。
・また、生活保護受給者には、自立に向けて
就労支援を含め支援していく。

・感染症に関する健康相談を実施。（相談件数：
40件）
・新型コロナウイルス感染症後遺症に関する健
康相談を実施。（相談件数：59件）
・「生きる支援相談窓口」の相談体制を強化。
（相談件数：延べ1,552件）
・「松戸市いのち支える連携ガイドブック」を関
係機関等に配布。（配布数：2,953部）

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定

・社会的排除リスクに直面する生活困窮者の把
握に努め、複合的な課題に対して個別的・包括
的な支援計画を策定し、継続的・伴走的支援を
行った。（自立相談支援事業の新規相談受付件
数：７８８件）

・引き続き、社会的排除リスクに直面する生
活困窮者の把握に努め、複合的な課題に対
して個別的・包括的な支援計画を策定し、
継続的・伴走的支援を行う。
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基本目標Ⅲ　教育等を通じた意識改革、理解の促進

課題１１. ジェンダー平等や人権尊重の教育の推進

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・中高生男女共同参画推進事業（中高生向けの
パートナー講座）の実施
・大人が子どもにジェンダーを再生産させない
ための講座等の実施
・思春期等の子どもを持つ保護者等向け性に
関する講座の実施
・性教育や暴力防止のための情報提供
・ユース（おおむね10代～30代）向け講座の
実施

男女共同参画課

2

・学習指導要領に基づく授業での人権教育の
実施
・子どもの人権リーフレット配付等による周知
（小・中学校）
・（ジェンダーの視点を持った）性教育の実施
・「生命の安全教育」（学年に応じたカリキュラ
ム指導）の実施
・教員への指導・啓発・研修の実施

学習指導課

3

・ジェンダー平等・人権教育・性教育の実施
・生命の安全教育（学年に応じたカリキュラム
指導）の実施
・高校生に対するデートDVへの対応・啓発
・スクールカウンセラー等による相談・支援
・教員への指導・啓発・研修の実施

学務課
（市立高校担当）

・今年度も「子どもの人権リーフレット」を作
成し、配布する予定である。
・今年度の人権研修は、「通常の学級にいる
特別な支援を必要としている児童生徒と保
護者の対応について」を計画している。

・「LGBTQ」をテーマに生徒指導講話を実施
（参加者数：生徒928人）
・デートDV啓発資料の配布（配布数：生徒950
人）
・スクールカウンセラーによる相談・支援を実施
（延べ相談者数：32人）
・教職員に対し研修会を実施（参加者数：教職員
65人）

・多様なテーマでの生徒指導講話を実施す
る。
・デートDVについての情報提供を行う等、
啓発の強化を図る。
・スクールカウンセラーへの相談方法等、情
報の周知を強化する。
・教職員に対し、より理解を深めるための研
修会を実施する。

・県の人権啓発費委託金を活用し、保護者等が
思春期の子どもの健康や発達を知り、子どもと
接していくことで、子ども自身がセクシャリティ
等を理解し、自己肯定感を持つことなどを目指
す「思春期講座」を開催した。（参加者：101名）

・男女共同参画に関する講座・講演会等へ
の参加について、市内大学に広く周知を呼
びかけるほか、コロナ禍により中断してい
た市内高校への「出前講座」の再開や、大学
等と連携したユース向け講座を検討する。

・小学校段階では家庭科、特別の教科　道徳、特
別活動で、中学校段階では社会科公民的分野
においても、男女相互の理解が図られるよう、
授業展開が行われている。
・「子どもの人権リーフレット」を４,２００部作成
し配布した。
・千葉県教育委員会が主催する性教育研修会に
よる教職員の性教育に対する理解推進を図っ
た。
・夏期休業期間中に教職員向けの人権教育研修
を動画配信の形で実施し、各校（６５校）で閲覧
できるように設定した。

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定
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4

・大人が子どもにジェンダーを再生産させない
よう、家庭教育及び人権に関する学習機会の
提供

社会教育課

5
・デートDVへの対応・啓発
・関係機関との連携

児童生徒課

6

・DV等、あらゆる暴力の防止に係る啓発を実
施（啓発用のチラシやカード、ステッカーを関
係機関や市内公共施設等に配布）

こども家庭センター

7

・思春期等の子どもを持つ保護者等向けに「親
のための性教育」講座等の実施、およびパンフ
レットの配布等による情報提供

こども家庭センター
母子保健担当室

8
・家庭教育相談員による相談
・児童福祉館・青少年プラザ等での啓発

子ども居場所課

（課題１１）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 男女共同参画課

3 男女共同参画課

4 男女共同参画課

10.0%

中学生70.0％
高校生85.0％

100.0%―

指　　標

「女の子は女らしく、男の子は男らしく育てるのがいいと思うか」に対し、「賛成」と
「どちらかといえば賛成」と答えた人の割合〔市民意識調査(R8)〕

「女性は女らしく、男性は男らしくした方がいいと思うか」に対し、「そう思う」と「ある
程度はそう思う」と答えた児童・生徒の割合〔児童・生徒アンケート(R8)〕

デートDVという言葉の認知度で「知っていた」と「聞いたことがあった」と答えた児
童・生徒の割合〔児童・生徒アンケート(R8)〕

性被害等にあった時に誰かに相談したと答えた児童生徒の割合〔児童・生徒アンケー
ト(R8)〕

実績値
（R5年度）

―

・パートナー講座「親のための性教育」実施（団
体数：５団体、参加者数５４人）。３歳児健康診査
受診者3,272名へ性教育に関するリーフレット
を配布。

・DV相談カードやチラシ、ポスターを市役所関
係課や支所及び市民センターなどに配布。ま
た、市役所内の全ての女性トイレにも相談カー
ドを設置し、市民の方が目に届きやすい場所で
の普及啓発に努めた。

・相談カードやチラシ、ポスターなどを活用
し、継続した普及啓発活動を行っていく。

現状値
（R３年度）

31.1%

21.9% ―

―
中学生45.8％
高校生79.3％

68.4%

目標値
（R９年度）

20.0%

①新松戸西小学校家庭教育学級
R5.11/16㈭学習会「ジェンダー教育につい
て」（参加者：31人）
②まつど生涯学習大学講座【全9回中1回】R６.
１/２５㈭「性の多様性と人権」（参加者：112人）
③生涯学習講座（人権）
R６.2/２9㈭、3/8㈮「ちがいを認めること、気
づくこと(全2回)」（参加者：延べ45人）

①今後は市主催講座（MCR学級等）で取り
入れることを検討していく。
②、③各1回程度実施に向け内容等検討し
ていく。

・スクールソーシャルワーカー（SSWer）18名
が関係機関（こども家庭センターや障害福祉関
係など）と連携し、児童・生徒への支援を行っ
た。（関係機関との連携支援件数：延べ６，４１７
件）

・引き続き関係機関と連携を強化しなが
ら、課題の解決に取り組む。

・パートナー講座「親のための性教育」を実
施。
・３歳児健康診査受診者へ性教育に関する
リーフレットを配布。

・常盤平児童福祉館における青少年相談の実施
（火～土9：30～17：00）
・常盤平児童福祉館・青少年プラザ等における
ロビーワークや個別相談を随時実施

・青少年相談の継続実施
・常盤平児童福祉館・青少年プラザ等の子
どもたちの居場所における相談の継続実
施
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課題１２. 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・保護者等への講座の実施等による啓発
・大学生等・若年者に向けた性別にとらわれな
いキャリア選択のための講座の実施

男女共同参画課

2

・性別にとらわれないキャリア教育、進路指導
の実施
・進路適性検査（パスカード・進路コンパス）の
実施

学習指導課

3
・性別にとらわれないキャリア教育、進路指導
の実施

学務課
（市立高校担当）

4
・女性教員のキャリアアップの支援・仕組みづく
り（両立支援含む）

学務課

（課題12）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 学務課

現状値
（R３年度）

―

23.5%

指　　標

・男女共同参画に関する講座・講演会等へ
の参加について、市内大学に広く周知を呼
びかけるほか、コロナ禍により中断してい
た市内高校への「出前講座」の再開や、大学
等と連携したユース向け講座を検討する。

・進路適性検査については、今年度も全中
学校で実施できるようにする。

・県の人権啓発費委託金を活用し、保護者等が
思春期の子どもの健康や発達を知り、子どもと
接していくことで、子ども自身がセクシャリティ
等を理解し、自己肯定感を持つことなどを目指
す「思春期講座」を開催した。（参加者：101名）

・進路指導においては、各学校ごとに学年全体
で生徒に情報を伝達できるよう資料を掲示し
たり工夫している。
・進路適性検査においては、全ての中学校が実
施し、キャリア教育の充実を図った。

「女性も男性も、将来子どもが生まれても仕事を続けた方がいいと思うか」で「そう思
う」「ある程度そう思う」と答えた児童・生徒の割合〔児童・生徒アンケート(R8)〕

市立学校における女性管理職（校長・副校長・教頭）の割合

・校長会議や教育長面談などで各校の校長
に依頼し、女性管理職候補者の増員を目指
す。

51.4%

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定

・若手社会人による企業説明会の実施（参加者：
生徒920人）
・女性社員によるキャリア講演会の実施（参加
者：生徒924人）

・引き続き企業説明会やキャリア講演会を
実施するとともに、進路や職業指導等多様
な職業選択を推進する指導及び意識啓発
を行う。

・校長会議において、各校の職員の人材育成を
推進する中で特に女性管理職候補者の掘り起
こしを依頼した。（女性管理職候補者：R4年度
３１名→R5年度 ３２名）

22.8%

目標値
（R９年度）

55.0%

25.0%

実績値
（R5年度）
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【計画の推進体制】

方策１. 推進体制の整備・強化

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・市民・各団体等からなる男女共同参画推進協
議会、市役所関係部署からなる男女共同参画
推進会議及び男女共同参画研究会を通じた連
携の強化
・男女共同参画プランの進捗管理の実施
・国・県等の動きを注視しつつ、連携を図り、法
改正や交付金、各種支援等の必要な情報を収
集し、各施策を推進する

男女共同参画課

人事課

男女共同参画課

3
・女性職員の管理職登用の推進（特定事業主行
動計画の推進）

人事課

4

・男女共同参画の視点を持った計画策定、政策
の企画・立案、事業実施
・ジェンダー平等、人権尊重の視点を持った情
報発信・市民対応等

庁内各担当課

（方策１）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 人事課

2

・各施策を実施するにあたって男女共同参画
の視点を持って実施するための啓発（男女共
同参画研修の実施等）
・男女共同参画配慮指針の運用と周知

・職員一人ひとりの広報・広聴に関する意識や
資質の向上を目的に広報広聴課作成の「広報・
広聴ハンドブック」（令和5年度改定版）を、「男
女共同参画配慮指針」に基づき改定した。

・今後も男女共同参画の推進を職員が常に
意識できるよう、機会あるごとに「男女共
同参画配慮指針」の周知や活用を働きかけ
る。

R5年度の具体的な取組内容（実績）

・男女共同参画の推進にあたっては、関連する
事業が多岐にわたり、庁内各課との連携が必要
不可欠なため、共通の認識を持つことを目的に
男女共同参画推進協議会（市の附属機関）と男
女共同参画推進会議（庁内関係部課長）との合
同研修会を開催した。（参加者：25名）
・「男女共同参画第プラン第５次実施計画」の最
終評価及び総括を行った。

・男女共同参画推進協議会の事務局とし
て、男女共同参画プラン第６次実施計画の
進捗評価（R5年度実績）を行うとともに、
次期実施計画の策定に向けた提言をまと
める。

60.0%

20.0％以上

27.3%

22.2%

男女共同参画プランの指標の達成率

課長相当職以上の管理職に占める女性の割合

現状値
（R３年度）

33.3%

18.9%

目標値
（R９年度）

・男女共同参画研修・女性活躍推進研修の実施
(２回開催、延べ44名出席)

・職員に対する男女共同参画意識の醸成、
及び女性職員の管理職登用を推進するた
め、引き続き研修を実施する。

・講演会や研修、さらには庁内の情報共有
ツール等を活用し、ジェンダーや人権尊重
に関する意識を更に高め、計画の策定や企
画・立案、市民対応等に生かしていく。

指　　標

今後の予定

実績値
（R5年度）

・女性職員の総務・財務・企画・議会担当等、多
様なポストへの積極的な配置

・引き続き、女性職員の積極的な登用を図
る。
・管理職への登用を視野に入れ、多様な知
識と経験を身に付けることができる部門へ
の配置を行う。

・松戸市総合計画（R4～11年度)には、その基
本目標６に「SDGｓ（持続可能な開発目標を推
進する社会）を推進する社会～人と環境にやさ
しいまちづくり～」を掲げており、庁内各担当課
において、ジェンダー平等や人権尊重の視点を
持って情報発信や市民対応等を行った。
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方策２. 男女共同参画センターゆうまつどの機能強化

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

（方策２）

No 資料出典 備考

1 男女共同参画課

2 男女共同参画課

3 男女共同参画課

男女共同参画課1

・男女共同参画に関する講演会や講座等を企画
及び実施した。
・市と市民団体等との実行委員会方式により、
「SDGｓ未来都市松戸・松戸からジェンダー平
等の実現を‼」をテーマに、ゆうまつどフェスタ
を開催した。（期間：11/4～10、企画数：13件、
参加者数：基調講演会151名・全体519名）
・ライブラリーにて、図書の貸出しや情報相談等
を行った。（貸出件数：1,350冊、相談件数：15
件）
・女性のための居場所事業「野の花カフェ」及び
「シングルマザー交流会」を実施した。（参加者：
「野の花カフェ」201名、「シングルマザー交流
会」24名）
・男女共同参画社会の形成に資するため、市民
企画支援事業を実施する市民団体に対して補
助金を交付した。（交付実績：130,777円／
10団体、補助率：90％）
・男女共同参画推進団体や一般市民団体等に
対して会議室等の貸出を行った。（利用状況：
3,825件、57,117人）

・指標としている「講座・講演会の参加者
数」については、新型コロナの終息やオンデ
マンド配信の併用等により、目標を達成し
たが、今後も効果的な周知方法を研究し、
参加者の更なる増を目指す。
・こころの相談については、申込から相談ま
で、1カ月以上かかることもあったため、一
日当たりの相談回数の増を図る。
・「野の花カフェ」については、シングルマ
ザーを対象としたものを含め、年１５回に拡
大して実施する。
・市民企画支援事業補助金の更なる利活用
（交付件数の増)を図るため、補助対象経費
や限度額等の見直しを検討する。
・今後もゆうまつどを快適に利用していた
だけるよう、必要な修繕を随時行うほか、
年次計画により備品（机、椅子等）を更新す
る。

指　　標
目標値

（R９年度）

900人

13件

女性65.0％
男性35.0％

実績値
（R5年度）

915人

10件

―ゆうまつどの認知度〔市民意識調査(R8)〕

7件

女性53.0％
男性24.1％

講座・講演会の参加者数

市民企画支援事業補助金交付件数

・男女共同参画に関する講演会や講座の実施
（固定的性別役割分担意識の解消やアンコン
シャスバイアスの払拭、女性のエンパワーメン
ト、女性活躍等）
・国・県、関係機関等から情報収集、情報紙・
SNS等での情報発信
・ゆうまつどライブラリーの運営
・就労両立支援相談、こころの相談等、相談業
務の充実と周知
・シングルマザー等、様々な人の集える居場所
づくり
・男女共同参画推進団体の支援・連携・情報共
有
・NPO等との共催・連携事業の実施
・男女共同参画市民企画支援事業の実施
・ゆうまつどフェスタの実施
・市民活動の場としての会議室等の貸出

現状値
（R３年度）

738人

R5年度の具体的な取組内容（実績） 今後の予定
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方策３. 市職員の男女共同参画の推進

No 施策に沿った事業展開 担当課 備考

1

・職員向け情報提供・情報発信等
・市民向け講演会等を活用した職員への啓発
・男女共同参画配慮指針の運用と周知

男女共同参画課

2

・男女共同参画研修等の実施による市職員と
しての男女共同参画意識の醸成
・特定事業主行動計画の推進（時間外勤務の縮
減、年休等休暇取得の推進、育休取得の推進）

人事課

（方策３）

No 資料出典 備考

1 人事課

2 人事課
仕事と家庭生活の両立支援制度に満足しているか」（特定事業主行動計画アンケー
ト）

今後の予定

・市民向けの男女共同参画週間記念講演会「世
の中にあふれる『駄言』をなくそう～あなたにも
あるかもしれない無意識の思い込み～」の記録
動画を全庁的な人権研修プログラムの一つに
組み込むことで、市職員に対する男女共同参画
意識の醸成を図った。（市職員受講者数：143
名）
・職員一人ひとりの広報・広聴に関する意識や
資質の向上を目的に広報広聴課作成の「広報・
広聴ハンドブック」（R5年度改定版）を、「男女
共同参画配慮指針」に基づき改訂した。

・市職員が常に男女共同参画の視点を持
ち、率先して模範となれるよう、今後も庁内
の情報共有ツールを活用し、機会あるごと
に「男女共同参画配慮指針」の周知徹底や
理解促進を働きかける。

・男女共同参画研修・女性活躍推進研修の実施
(２回開催、延べ44名出席)
・男性職員に対する制度の周知徹底
（子育て支援制度をまとめた「次世代育成支援
パンフレット」の作成、子どもの生まれた男性職
員への育休取得の確認及び「次世代育成支援
パンフレット」の配布）
・取得しやすい職場風土の醸成
（所属長による子どもの生まれた男性職員に対
する育児休業取得に関する意向確認）
・ノー残業デーの実施

・男性職員に対して制度の周知徹底をさら
に積極的に行う。
・取得しやすい職場風土の醸成のために研
修等を行う。

現状値
（R３年度）

16.1%

83.8%

目標値
（R９年度）

30.0%

90.0%

実績値
（R5年度）

42.9%

79.7%

男性職員の育児休業取得率

指　　標

R5年度の具体的な取組内容（実績）
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